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早稲田大学 教職支援センター

教育職員免許法及び同法施行規則改正に伴う注意事項について

教育職員免許法及び同法施行規則が改正され、２０１９年４月１日より施行されます。これに伴い、

以下注意事項を必ず確認してください。

※以下の記載において、改正後の教育職員免許法による認定課程を「新課程」とし、改正前の教育職員

免許法による認定課程を「旧課程」とします。

記

１）２０１９年度以降の教職課程について

法改正に伴い、本学は教職課程の再課程認定申請を行っております。（２０１８年８月１日現在）文部

科学省の審査の結果、予定していた教職課程の開設時期が変更となる場合があります。新課程において

は、旧課程と同一の校種・教科の免許状取得や科目等履修生制度は保証されませんので、あらかじめご

承知おきください。

２）新課程（一種免許状）の主な変更点

新課程では、大きな変更点として以下が挙げられます。詳細は文部科学省 HP をご参照ください。

・「総合的な学習の指導法」に関する科目の新設（１単位以上）

・「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」に関する科目の新設（１単位以上）

・各教科の指導法の単位数を規定（中学校：8 単位、高等学校：４単位以上）

3）２０１９年度以降入学者の適用課程について（概要）

２０１９年度以降入学者については原則、新課程の適用となりますが、入学年度または入学形態によ

り、在学中に履修しなければならない科目が異なる場合があります。以下に概要を記載しますが、２０

１８年度までに一部教職課程を履修している場合、学士・編入学を検討している場合等でご自身の適用

法令が不明な場合には、事前に出願希望先学部・研究科事務所へお問い合わせください。

（１）２０１９年度に学部・大学院正規生として入学する学生は、原則、新課程の適用となります。

（２）２０１８年度末に短期大学等を卒業し、２０１９年度から編入学する場合、新課程の適用となり

ます。

（３）科目等履修生の場合、２０１８年度の学籍の有無によって適用課程が異なります。

（ア）２０１８年度末まで科目等履修生としての学籍を有し、２０１９年度も引き続き科目等履修生

として教職課程を履修する場合は、旧課程適用となります。

（イ）２０１８年度末まで科目等履修生として在籍しておらず、２０１９年度以降に科目等履修生と

なる場合、新課程の適用となります。
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なお、旧課程における修得単位の一部については、教育職員免許法施行規則の改正附則に基づき、新

課程において修得した単位としてみなすことができますが、その詳細は文部科学省における審査、認定

が完了するまで確定されません。新課程の認定後の履修方法については、所属事務所にお問い合わせく

ださい。

以上

※本掲示は２０１８年５月１８日付の文部科学省からの事務連絡をもとに作成しています。法改正に伴

う経過措置について、新たな指針が示された場合には、別途周知いたします。


